
(仮称)新潟市アイスアリーナ整備・運営事業 平成24年5月30日

頁 条 項 号 別紙 平成24年4月16日版 平成24年5月30日修正版

7 第17 （違約金の支払）
(見出しの変更)
（賠償額の予定）

7 第17 1

第1 項各号のいずれかに該当するとき
は、甲がこの基本契約を解除するか否
かを問わず、違約金として、第4 条に掲
げる契約の契約金額の合計額の10 分
の1に相当する額以上を支払わなけれ
ばならない。

第1項第1号から第3号までのいずれか
に該当するときは、甲がこの基本契約
を解除するか否かを問わず、賠償金と
して、第4条に掲げる建設工事請負契
約の契約金額の合計額の10分の2に相
当する額以上及び維持管理・運営業務
委託契約に定める「モニタリング違約金
基準額」の2倍に相当する額以上を支
払わなければならない。

7 第17 2 （第2項を第3項に変更）

7 第17 2 前項の場合において、 第1項及び第2項の場合において、

7 第17 3 （第3項を第4項に変更）

7 第17 3

第1 項の規定は、甲に生じた実際の損
害額が同項に規定する違約金の額を
超える場合においては、超過分につき
賠償を請求することを妨げるものではな
い。

第1項及び第2項の規定は、甲に生じた
実際の損害額が同項に規定する賠償
金の額を超える場合においては、超過
分の請求を妨げるものではない。

7 第17

（第2項追加）
2　　本件落札者は、本件落札者又はそ
のいずれかの構成企業が前条第1項第
4号から第9号までのいずれかに該当す
るときは、甲がこの基本契約を解除す
るか否かを問わず、賠償金として、第4
条に掲げる建設工事請負契約の契約
金額の合計額の10分の1に相当する額
以上及び維持管理・運営業務委託契約
に定める「モニタリング違約金基準額」
に相当する額以上を支払わなければな
らない。
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